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衆
議
院
議
員
小
沢
辰
男
君
提
出
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

  



 

一 

衆
議
院
議
員
小
沢
辰
男
君
提
出
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
政
府

は
、
米
穀
の
需
給
の
均
衡
を
図
る
た
め
の
生
産
調
整
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
、
こ
の
規
定
に

基
づ
き
、
生
産
調
整
を
実
施
し
た
者
に
対
し
助
成
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、
生
産
調
整
を
推
進
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
米
の
作
付
け
を
強
制
的
に
制
限
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
米
穀
の
生
産
調
整
が
、
御
指
摘
の
よ
う
に
、
憲
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
と
の
関
係
で
問
題

を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。 

二
に
つ
い
て 

厚
生
大
臣
が
定
め
る
薬
価
基
準
は
、
製
薬
企
業
と
卸
売
販
売
業
者
又
は
卸
売
販
売
業
者
と
保
険
医
療
機
関
等
の
取
引
価
格

を
定
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
保
険
医
療
機
関
等
が
保
険
給
付
と
し
て
医
薬
品
を
使
用
し
た
場
合
に
保
険
者
及
び
患
者
が
併

せ
て
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
薬
価
基
準
へ
の
収
載
は
製
薬
企
業
等
の
希
望
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
薬
価
は
明
確
な
基
準
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
薬
価
基 



 

二 

準
を
厚
生
大
臣
が
定
め
る
こ
と
が
憲
法
第
二
十
九
条
第
一
項
と
の
関
係
で
問
題
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。 

な
お
、
日
本
の
製
薬
企
業
の
新
薬
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
近
年
で
は
国
際
的
に
も
評
価
さ
れ
る
医
薬
品
の
開
発
が
進
み
、

平
成
十
年
に
お
け
る
世
界
の
銘
柄
別
売
上
高
上
位
三
十
品
目
の
う
ち
、
日
本
の
製
薬
企
業
が
開
発
し
た
医
薬
品
が
六
銘
柄
含

ま
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
諸
外
国
の
製
薬
企
業
と
比
べ
必
ず
し
も
遅
れ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

ま
た
、
新
薬
の
薬
価
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
新
薬
に
類
似
す
る
他
の
医
薬
品
（
以
下
「
類
似
薬
」
と
い

う
。
）
と
比
べ
高
い
有
効
性
又
は
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
が
客
観
的
か
つ
科
学
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る
場
合
等
に
は
当
該
新

薬
を
類
似
薬
よ
り
高
く
評
価
し
、
ま
た
、
類
似
薬
が
な
い
場
合
に
は
当
該
新
薬
の
製
造
等
に
要
す
る
原
価
を
基
に
評
価
す
る

仕
組
み
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
の
１
に
つ
い
て 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
上
、
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
は
、
重
複
立
候
補
等
の
禁
止
（
同
法
第
八
十

七
条
）
、
連
座
に
よ
る
立
候
補
の
禁
止
（
同
法
第
二
百
五
十
一
条
の
二
及
び
第
二
百
五
十
一
条
の
三
）
等
の
規
定
に
該
当
す

る
場
合
は
、
立
候
補
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
憲
法
第
四
十
三
条
第
一
項
と
の
関
係
で
問
題
を

生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。 



 

三 

さ
ら
に
、
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
は
、
右
に
述
べ
た
立
候
補
を
制
限
す
る
規
定
に
該
当
し
な
い
限
り
、
法
律
上
、
立
候
補

を
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

憲
法
は
、
「
国
会
の
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
議
員
は
全
国
民
を
代
表
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
制
約
の
下
で
、
議
員
の
定
数
、
選
挙
区
、
投
票
の
方
法
そ
の
他
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
法
律
で
定
め
る
べ
き
も
の

と
し
（
四
十
三
条
、
四
十
七
条
）
、
両
議
院
の
議
員
の
各
選
挙
制
度
の
仕
組
み
の
具
体
的
決
定
を
原
則
と
し
て
国
会
の
広
い

裁
量
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
」
（
平
成
十
一
年
十
一
月
十
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
）
と
こ
ろ
、
現
行
の
衆
議
院
議
員
の
選
挙

制
度
は
、
政
党
本
位
・
政
策
本
位
の
選
挙
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
「
政
党

等
に
あ
ら
か
じ
め
候
補
者
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
を
定
め
た
名
簿
を
届
け
出
さ
せ
た
上
、
選
挙
人
が
政
党
等

を
選
択
し
て
投
票
し
、
各
政
党
等
の
得
票
数
の
多
寡
に
応
じ
て
当
該
名
簿
の
順
位
に
従
っ
て
当
選
人
を
決
定
す
る
方
式
は
、

投
票
の
結
果
す
な
わ
ち
選
挙
人
の
総
意
に
よ
り
当
選
人
が
決
定
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、
選
挙
人
が
候
補
者
個
人
を
直
接
選
択

し
て
投
票
す
る
方
式
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
（
同
判
決
）
こ
と
か
ら
、
憲
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
と
の
関
係
で

問
題
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。 

な
お
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
政
党
名
投
票
を
規
定
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
二
項
等
の 



 

四 

規
定
に
つ
い
て
は
、
長
期
間
に
わ
た
る
政
治
改
革
の
論
議
の
結
果
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
選
挙
制

度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
議
会
政
治
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
議
論
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
る
。 

三
の
２
に
つ
い
て 

憲
法
第
七
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
民
審
査
は
、
内
閣
等
が
任
命
し
た
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
つ
い
て
国
民
が
罷

免
す
べ
き
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
て
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。 

国
民
審
査
に
際
し
て
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
五
十
三
条
及
び

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
二
十
六
条
に
基
づ
き
、
審
査
に
付
さ

れ
る
裁
判
官
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
経
歴
並
び
に
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判
そ
の
他
審
査
に
関
し
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
掲
載
し
た
審
査
公
報
を
発
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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